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 この申合せは，学生から成績評価に対する申し立てがあった場合，成績評価の透明性，

厳格性を確保するため，その手続きについて定める。 

 

（申し立ての理由） 

 学生は受講した全学共通授業科目に関する成績評価について，当該授業科目の成績評価

基準に照らして疑義がある場合は，国際教養教育院長に申し立てを行い，成績評価につい

て，担当教員に説明を求めることができるものとする。 

 

（申し立ての手続き） 

 成績評価に対する申し立ては，所属学部での成績発表後１週間以内に行うこととし，申

し立てを行う授業科目名，担当教員名，申し立ての内容及びその理由等を所定の用紙に記

入し，教育推進課共通教育グループに提出することとする。 

 

（申し立てへの対応） 

 申し立てを受けた当該授業科目の担当教員は，申し立てた学生に対し成績評価について

速やかに教育推進課共通教育グループを通じ，回答を行うものとする。 

また，その結果については，授業担当教員等は書面により，国際教養教育院長に報告す

ることとする。 

 

附 則 

この申合せは，平成 26年 2月 1日から施行する。 

附 則 

この申合せは，平成 27年 4月 1日から施行する。 

 


